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第２章 施策の展開 

 

施策体系 

基本目標Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

基本目標Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

基本目標Ⅲ 安心・安全で質の高い学校教育の推進 

基本目標Ⅳ 学校・家庭・地域の連携と教育力の向上 

基本目標Ⅴ 生涯にわたる豊かな学びのサポート 

基本目標Ⅵ 文化芸術の創造と文化財の保護 

基本目標Ⅶ 健康で活力に満ちたスポーツ・レクリエ

ーション活動の推進 
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第２章 施策の展開 

施策体系

Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

１ 創意工夫を生かした適切な教育指導の実施 

２ 時代の変化に対応した教育の推進 

３ 進路指導・キャリア教育の充実 
 
 

４ 特別支援教育の推進 

① 確かな学力の定着と学力向上の推進 

② ３０人程度学級の実施 

③ 魅力ある学校づくりの推進 

① 国際理解教育の推進 

② ＩＣＴ機器の活用と情報教育の推進 

③ 環境教育の推進 

④ 伝統文化に親しむ教育の推進 

① 進路指導・キャリア教育の推進 

② 進路指導体制の充実 

① 特別支援教育体制の充実 

② ニーズに応じた支援の推進 

③ 交流及び共同学習の推進 

５ 幼児教育の推進 

① 保護者の経済的負担の軽減 

② 私立幼稚園への支援 

③ 市立幼稚園の適切な管理運営 

③ 異校種間の連携 

 

基本目標 

施策 

主な取組 
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Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

１ 豊かな心の育成 

２ 生徒指導の充実 

３ 人権教育の推進 
 

 

４ 学校教育相談の充実 

① 道徳教育の充実 

② 特別活動・部活動の充実 

③ 体験活動の充実 

① 生徒指導体制の充実 

② 総合的な不登校対策の推進 

③ いじめ・暴力行為防止対策の推進 

④ 非行・問題行動防止対策の推進 

① 人権教育推進体制の充実 

② 人権感覚育成プログラムの普及・活用 

① 教育相談体制の充実 

② 学校適応指導教室の充実 

③ 就学相談の充実 

５ 学校保健の充実 

① 保健教育の推進 

② 保健管理の推進 

③ 学校保健組織活動の推進 

④ 読書環境の充実と読書活動の推進 

⑤ ボランティア・福祉教育の充実 

⑥ 幼・保・小連携の取組の推進 

③ 人権教育研修の充実 

④ 啓発活動の推進 

④ 学校・教育センターの連携推進 

６ 食育の推進・学校給食の充実 

① 食に関する指導の充実 

② 学校給食の充実 

③ 学校給食の衛生管理の徹底 

７ 児童生徒の体力向上 

① 体力向上の推進 

② 体育的行事・部活動の充実 

③ 体育・部活動支援の充実 

基本目標 

施策 

主な取組 
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Ⅲ 安心・安全で質の高い学校教育の推進 

１ 教職員の資質・能力の向上 

２ 学校経営の改善・充実 

３ 学校施設・設備の整備・充実 
 

 

４ 学校のＩＣＴ化の推進 

① 教職員の事故防止の徹底と服務の厳正 

② 教職員のライフステージに応じた研修の充実 

① 学校評価の実施・公表 

② 地域の実態と学校規模に応じた教育活動の推進 

③ 適切な教育課程の編成・実施・評価 

④ 学校評議員制度の活用 

① 校舎耐震化の推進 

② 快適な学校環境の整備 

① ＩＣＴ環境の整備 

② 教職員のＩＣＴ研修の充実 

５ 学校安全の推進 

① 生活安全・防犯教育の推進 

② 交通安全教育の推進 

③ 防災教育の推進 

③ 効果的な人事評価の推進 

④ 指導法研究の充実 

⑤ 教職員の健康管理・メンタルヘルスの推進 

⑤ 特色ある学校づくりの推進 

③ 老朽校舎の大規模改修と維持・保全 

④ 学校図書館図書・教材の整備・充実 

④ 学校安全管理の徹底 

６ 就学支援の充実 

① 進学に対する支援 

② 就学に対する援助 

⑤ 学校安全パトロールカー事業の推進 

 

基本目標 

施策 

主な取組 
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Ⅳ 学校・家庭・地域の連携と教育力の向上 

１ 学校・家庭・地域が連携した教育活動の推進 

２ 家庭教育の充実 

① 学校応援団活動の充実 

② ＰＴＡ活動の活性化の推進 

③ 学校・家庭・地域・関係機関の連携推進 

① 家庭教育推進活動の実施 

② 親の学習の推進 

Ⅴ 生涯にわたる豊かな学びのサポート 

１ 生涯学習体制の充実 

２ 生涯学習施設の整備 
 

 

３ 生涯学習機会の提供 

① 生涯学習振興基本計画の推進 

② 生涯学習・社会教育情報の収集・提供 

③ 学習グループの支援 

④ 社会教育団体活動の支援 

① 公民館の整備と管理運営 

② 学校施設開放事業の充実 

① 公民館活動の充実 

② 多様な学習機会の提供 

４ 人権教育の推進 

① 人権教育・啓発活動の推進 

② 人権教育集会所活動の推進 

③ 人権教育集会所の整備と管理運営 

５ 図書館運営の充実 

① 図書館資料の整備・充実 

② 図書館サービスの充実 

③ 図書館施設の整備・充実 

基本目標 

施策 

主な取組 

基本目標 

施策 

主な取組 
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Ⅵ 文化芸術の創造と文化財の保護 

１ 文化芸術活動の推進 

２ 文化財の保護 

① 文化芸術活動の支援 

② 新しい文化芸術を創造する活動の支援 

③ 市民ギャラリーの運営・充実 

① 文化財の指定・登録と保存・管理 

② 埋蔵文化財の保護 

③ 無形民俗文化財の継承支援 

④ 文化財の保存・活用 

⑤ 歴史資料の収集・整理と保存・活用 

Ⅶ 健康で活力に満ちたスポーツ・レクリエーション活動の推進 

１ スポーツ振興計画の策定 

３ スポーツ・レクリエーション事業の充実 
 
 

４ スポーツ指導者の育成 

① スポーツ振興計画の策定 

① スポーツ・レクリエーション大会の充実 

② スポーツ・レクリエーション教室の充実 

① 体育指導委員活動の充実 

② スポーツ指導者の育成・活用 

５ スポーツ・レクリエーション活動の支援 

① スポーツ・レクリエーション団体の育成・支援 

② 総合型地域スポーツクラブの支援 

２ スポーツ施設の整備・充実 

 
① スポーツ施設の整備と管理運営 

 
② 学校体育施設の開放と設備の充実 

 

基本目標 

施策 

主な取組 

基本目標 

施策 

主な取組 
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基本目標Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

創意工夫を生かして子どもたちの確かな学力を育成するととも

に、社会や環境の変化に主体的に対応できる自立する力を育成し

ます。 

 

施策１ 創意工夫を生かした適切な教育指導の実施 

施策２ 時代の変化に対応した教育の推進 

施策３ 進路指導・キャリア教育の充実 

施策４ 特別支援教育の推進 

施策５ 幼児教育の推進 
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基本目標Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

施策１   創意工夫を生かした適切な教育指導の実施 

 

現状（課題） 

◆ 現在、市では児童生徒一人一人に知・徳・体の基礎・基本の確実な定着を

図るため、「教育に関する３つの達成目標」などの取組を推進しています。 

また、児童生徒に確かな学力を身に付けさせるためには、各学校が児童生

徒の学習内容の定着状況を把握して成果と課題を明らかにし、改善計画を立

て、学力向上に向け計画的に取り組むことが重要です。 

◆ 幼稚園・保育所などから小学校そして中学校へと、学習環境の変化に伴う

子どもたちの不適応を解消し、個に応じた指導を推進することが確かな学力

の定着には不可欠です。尐人数指導やティームティーチングなどきめ細かな

指導が求められています。 

◆ 学校の教育力の向上を目指して、各学校が児童生徒の実態を踏まえ、常に

指導方法の工夫・改善を図り、研究・実践を重ねることが重要です。 

 

 

上尾市立小・中学校学力調査 全国標準を５０とした場合の経年比較 

 
《小学校３年生～６年生》      《中学校１年生～３年生》 

  国語と算数を統合した数値      国語・数学・英語を統合した数値 

総合

49.0

50.0

51.0

52.0

53.0

H17 H18 H19 H20 H21 H22
 

総合

49.0

50.0

51.0

52.0

53.0

H17 H18 H19 H20 H21 H22
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主な取組 

① 確かな学力の定着と学力向上の推進 

〇 新しい学習指導要領に基づき、児童生徒一人一人に「読む・書く」「計算」

を中心として、基礎的・基本的な内容を身に付けさせます。 

○ 上尾市学力調査結果などにより、各学校が自校の児童生徒の学力や学習

の状況を把握し、学校の課題改善に向けた「学力向上プラン」を作成しま

す。 

また、そのプランに基づいて指導方法の工夫・改善を図り、児童生徒に

確かな学力を身に付けさせます。 

② ３０人程度学級の実施 

○ 小学校１・２年生及び中学校１年生を対象に、１クラス３０人程度学級

を実施し、個に応じたきめ細かな学習指導を展開します。 

③ 魅力ある学校づくりの推進 

○ 市立幼稚園及び小・中学校に計画的に研究委嘱することを通して、各校

が創意工夫を生かした教育活動を展開できるよう指導・支援し、魅力ある

学校づくりを推進します。 

○ 研究発表を通し、研究成果などを全ての学校で共有化することにより、

市全体の教育水準の向上を図ります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      国語科研究発表（今泉小学校） 
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基本目標Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

施策２   時代の変化に対応した教育の推進 

 

現状（課題） 

◆ 児童生徒が豊かな国際感覚を身に付けるためには、コミュニケーション能

力を高めるとともに、様々な交流体験などを通して、諸外国の文化への理解

を深めることが重要です。 

◆ 社会の急速な情報化に伴い、学校教育においても「教育の情報化」が求め

られています。具体的には、ＩＣＴ機器の適切な活用による、よりわかりや

すい授業の在り方についての実践研究が課題となっています。 

また、児童生徒が情報及び情報手段を主体的に選択し活用していくための

情報活用能力の育成を図ることが求められています。 

◆ 持続可能な循環型社会を実現するためには、次代を担う児童生徒が環境に

ついての理解を深め、環境を大切にする心をはぐくむことが重要です。 

◆ 国際社会の一員として、主体性を持って積極的にその役割を果たす日本人

を育成するために、わが国や郷土の伝統や文化に関する教育の充実が求めら

れています。 

 

主な取組 

① 国際理解教育の推進 

〇 「生きた英語」を学ぶことができる学習環境を整え、外国語学習の動機

付けを図り、コミュニケーション能力の基礎を養うために、教員と外国語

指導助手（ＡＬＴ）とのティームティーチングによる授業を行います。 

○ 優れた外国語指導助手（ＡＬＴ）の確保に努めます。 

○ 外国語指導助手（ＡＬＴ）と児童生徒との交流を通して、異文化に触れ

る機会を多くし、外国語活動や国際理解教育の推進に努めます。 

○ 市立中学校の３年生を対象とした海外派遣研修を、夏季休業を利用しオ

ーストラリアで実施します。 

② ＩＣＴ機器の活用と情報教育の推進 

○ 各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間などあらゆる授業でＩＣ

Ｔ機器を積極的かつ適切に活用し、児童生徒にとってわかりやすい学習を

実現します。 

○ すべての児童生徒に、情報を収集・選択・活用・発信する能力や、豊か

な創造性と応用力をはぐくむとともに、児童生徒が発達の段階に応じた情

報モラルを身に付けられるよう情報教育の推進に努めます。 
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③ 環境教育の推進 

○ 児童生徒が環境への理解を深め、環境を大切にする心や主体的に環境保

全活動を実践する態度を持つことができるよう全教育活動を通して環境教

育を推進します。 

④ 伝統文化に親しむ教育の推進 

○ 各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間などを通して、児童生徒

がわが国や郷土の伝統・文化に対する理解を深める学習を推進します。 

 

 

（左）ＡＬＴによる英語の授業 

（原市中学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（右）電子黒板による授業 

（平方東小学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（左）校舎にゴーヤのつるを這わせた緑のカーテ

ンを整備する生徒（上尾小学校） 
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基本目標Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

施策３   進路指導・キャリア教育の充実 

 

現状（課題） 

◆ 児童生徒が社会人・職業人として自立できるようにするためには、一人一

人の勤労観や職業観を育成するとともに、社会性や自立心などを育て、自ら

の生き方を考え、進路を主体的に選択・決定できるようにすることが重要で

す。児童生徒が職業や勤労及び学校での学習や諸活動に関心を持ち、積極的

に関わろうとする意欲を持つよう指導・援助する必要があります。 

◆ 生徒が主体的に適切な進路を選択できるよう、すべての教育活動を通じて、

組織的・系統的な進路指導を充実することが求められています。 

また、小・中学校、高等学校及び特別支援学校との連携を図ることも重要

です。 

 

主な取組 

① 進路指導・キャリア教育の推進 

〇 児童生徒が明確な目的意識を持って主体的に自己の進路を選択できる能

力を身に付けられるよう、発達段階に応じたキャリア教育を推進します。 

〇 児童生徒が社会人・職業人として自立できるよう、地域や産業界と連携・

協力し、望ましい職業観・勤労観を育成します。 

② 進路指導体制の充実 

○ 生徒が主体的に適切な進路選択を実現できるよう、進路指導・進路相談

を充実します。 

○ 生徒一人一人に適切な進路指導を行うために、組織的に対応する指導体

制の充実を図ります。 

③ 異校種間の連携 

○ 学校間の連携を深めるために、小・中学校、高等学校及び特別支援学校

など異校種間の連絡会などを定期的に実施し、情報交換を通して共通理解

を図ります。 
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基本目標Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

施策４   特別支援教育の推進 

 

現状（課題） 

◆ 教育上特別な支援を必要とする幼児・児童生徒に対し、障害による学習上

または生活上の困難を克服し、自立を図るための教育を推進する必要があり

ます。そのためには、学校全体の指導体制を充実するとともに、教員一人一

人の資質の向上を図ることが重要です。 

◆ 障害のある児童生徒一人一人のニーズに応じて、長期的な視点で乳幼児期

から一貫した教育的支援を行うことが重要です。 

◆ 障害の有無にかかわらず児童生徒が一緒に学ぶ機会を拡大し、ノーマライ

ゼーションの理念に基づいて「心のバリアフリー」をはぐくむ教育を推進し

ていくことが必要です。 

 

主な取組 

① 特別支援教育体制の充実 

〇 各学校に特別支援教育コーディネーターを配置し、教育コーディネータ

ーを中心に教育センターなどとの連携を図りながら、特別支援教育体制を

充実します。 

○ 特別支援教育コーディネーター研修を実施し、教育コーディネーターの

資質向上に努めるとともに、各学校における特別支援教育に関する研修の

充実を図っていきます。 

② ニーズに応じた支援の推進 

○ 特別の支援を要する児童生徒に対して、保護者や関係機関との連携を図

りながら、一人一人の教育的ニーズに応じた支援計画を作成し、計画的な

支援を行います。 

③ 交流及び共同学習の推進 

○ 就学支援委員会の充実を図るとともに、特別支援学校との支援籍により、

障害のある児童生徒とない児童生徒との交流及び共同学習を推進します。 
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基本目標Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

施策５   幼児教育の推進 

 

現状（課題） 

◆ 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児期の教育は大変重要であり、幼児

期における教育機会の確保、教育環境の充実が求められます。そのため幼稚

園教育を希望する幼児が教育を受けるための支援を行う必要があります。 

◆ 本市の幼稚園教育においては、園数の多い私立幼稚園が大きな役割を果た

していることから、引き続き支援していくことが必要です。 

◆ 市立幼稚園においては、安心・安全な環境を確保するとともに、快適で質

の高い教育環境を維持することが重要です。 

 

   

公立幼稚園

59人

私立幼稚園

（市内）

3,663人

私立幼稚園

（市外）

183人

公立

保育所

851人

私立保育所

（認可）

540人

その他

（認可外保育所等）

791人

上尾市の幼稚園・保育所の園児数（平成22年5月1日現在）

幼稚園公立

幼稚園私立（市内）

幼稚園私立（市外）

保育所公立

保育所私立（認可）

その他（認可外保育所等）

 
 

主な取組 

① 保護者の経済的負担の軽減 

〇 園児の保護者に対して、経済的負担の軽減を図ります。 

② 私立幼稚園への支援 

○ 私立幼稚園に対して、教育委員会が依頼する事務、園児の健康診断及び

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置に要する経費を補助します。 

③ 市立幼稚園の適切な管理運営 

○ 園児が元気に学び、遊べる安心・安全な環境の確保と管理運営に努めま

す。 

○ 近年の夏の猛暑など環境変化に対応するため、保育室へのエアコン設置

を推進します。 
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基本目標Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

公共の精神、他者を思いやる気持ちや感謝する心など子どもた

ちの豊かな心をはぐくむとともに、いじめや不登校、非行・問題

行動の防止などの課題に取り組みます。 

また、健康の保持・増進や体力向上などにより、健やかな体を

育成します。 

 

施策１ 豊かな心の育成 

施策２ 生徒指導の充実 

施策３ 人権教育の推進 

施策４ 学校教育相談の充実 

施策５ 学校保健の充実 

施策６ 食育の推進・学校給食の充実 

施策７ 児童生徒の体力向上 
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基本目標Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

施策１   豊かな心の育成 

 

現状（課題） 

◆ 市では、児童生徒に知・徳・体の基礎を確実に身に付けさせるために県が

取り組んでいる「教育に関する３つの達成目標」を推進し、人間としての生

き方を身に付け実践できる児童生徒の育成を目指しています。 

豊かな心をはぐくむためには、道徳的価値の自覚及び自己の生き方につい

ての考えを深めることが重要です。 

◆ 豊かな人間性や社会性をはぐくむためには、集団活動を通して、個性の伸

長を図り、集団の一員として、よりよい生活や人間関係を築き、自己の生き

方について考えを深め、自己を生かす能力を養うことが重要です。 

◆ 現在、各学校では総合的な学習の時間や校外行事において、多くの体験活

動を計画・実施しています。豊かな心をはぐくむためには、児童生徒が発達

段階に応じた様々な体験をすることが重要であり、多様な体験活動の実施が

求められています。 

◆ 児童生徒に確かな学力と豊かな心をはぐくむためには、読書活動は不可欠

なものです。読書環境を充実させるとともに読書活動を推進することが重要

です。 

◆ 豊かな心をはぐくみ、勤労の尊さや社会に奉仕する精神を育成するために、

地域の実態に即したボランティア活動や福祉体験を充実することが求められ

ます。 

◆ 幼稚園・保育所における主体的な遊びを中心とした総合的な指導から、小

学校の指導まで一貫した流れが円滑に接続・推進されるよう、幼・保・小の

さらなる連携・交流が必要です。 

 

主な取組 

① 道徳教育の充実 

○ 学校における道徳教育を推進するために、道徳教育の全体計画を常に活

用し、全教育活動が有機的に関連し合い、意図的、計画的に行われるよう

にします。 

○ 道徳教育推進教師を中心に校内の研修体制及び指導体制を充実させ、道

徳教育の全体計画の具体化や改善にかかわる共通理解を図ります。 

○ 教職員と児童生徒の信頼関係及び児童生徒相互の人間関係を確立し、基

本的な生活習慣や社会生活上のきまり、モラルなどにかかわる道徳的実践

の指導の充実を図り、道徳の時間の指導内容の日常生活における定着を図
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ります。 

○ 道徳の時間の授業を公開したり、授業や地域教材の開発・活用などに保

護者や地域住民の参加や協力を得たりするなど、家庭や地域社会との共通

理解を深め、相互に関連した道徳教育の一層の充実を図ります。 

② 特別活動・部活動の充実 

○ 豊かな人間性や社会性をはぐくむために、学級会、児童会・生徒会、学

校行事などの特別活動の充実を図ります。 

○ 児童生徒一人一人の興味や関心、適性、また学校の特色を生かしながら、

クラブ活動や部活動の異年齢集団による活動の充実を図り、好ましい人間

関係を深めます。 

③ 体験活動の充実 

○ 総合的な学習の時間や校外行事のみならず全教育活動を通じての体験活

動を充実します。 

○ 総合的な学習の時間や校外行事などの教育活動において、積極的に外部

指導者の活用を図り、体験活動を推進します。 

④ 読書環境の充実と読書活動の推進 

○ 「上尾市子どもの読書活動推進計画」に基づいて、全ての子どもがあら

ゆる機会とあらゆる場所で読書活動が行えるよう、学校・図書館と地域が

連携し読書環境の充実を図ります。 

○ 全校に司書教諭を配置するとともに、学校図書館支援員を派遣し、学校

図書館の充実と読書活動の推進に取り組みます。 

○ 長期休業中に学校図書館を開館し、読書活動を推進します。 

⑤ ボランティア・福祉教育の充実 

○ 児童生徒一人一人が進んで社会に奉仕したり、ボランティア活動や福祉

体験に参加することができる場の設定を行います。 

○ ボランティア活動や福祉体験への参加を促すための啓発活動を行うとと

もに、学校や地域の実態に即したボランティア活動や福祉体験を重視しま

す。 

⑥ 幼・保・小連携の取組の推進 

○ 各小学校を中心として、幼稚園や保育所との交流活動や就学にあたって

の情報交換を充実させます。 

また、上尾市幼児教育振興協議会を開催し、幼児教育の振興に関する基

本的事項を協議していきます。 
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基本目標Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

施策２   生徒指導の充実 

 

現状（課題） 

◆ 豊かな心をはぐくみ、共感的な人間関係を築くためには、児童生徒一人一

人が、成就感や自己存在感を得られ、生きがいのある学校生活を送ることが

重要です。 

家庭・地域・関係機関が連携を深め、相互に協力し、これらが一体となっ

た生徒指導を推進することが求められています。 

◆ 児童生徒のいじめ・不登校問題などに適切に対応するため、児童生徒、保

護者の相談体制の充実や教員の研修会などを積極的に進める必要があります。 

◆ 「いじめはどの学校でも、どの子にも起こりうる」との認識に立ち、いじ

め根絶のための取組や、児童生徒への指導が求められています。 

◆ 非行・問題行動を未然に防止し、児童生徒を健全に育成するため、積極的

な生徒指導と、学校・家庭・地域が一体となった取組が求められています。 

56 39
29 22

27

195 205 208

176

112

0

50

100

150

200

250

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

人

上尾市の不登校児童生徒数

小学校

中学校

 

主な取組 

① 生徒指導体制の充実 

○ 全校的な視野に立ち、学年や学級の枠を超え、教職員が相互に連携して

児童生徒一人一人の指導・援助にあたります。 

○ 家庭・地域、上尾市生徒指導推進協議会、上尾地区学校警察連絡協議会

などとの連携を密にし、児童生徒の健全育成に取り組みます。 

② 総合的な不登校対策の推進 

○ 不登校児童生徒の早期発見・早期対応を重点に、きめ細かな支援を行う

ため、学校と教育センターとの連携を中心に不登校解消を目指します。 

③ いじめ・暴力行為防止対策の推進 

○ 児童生徒に定期的にアンケートや面談を行うなど、児童生徒の実態把握
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に努め、いじめや暴力行為の未然防止に取り組みます。 

○ いじめや暴力行為を絶対に許さないという毅然とした姿勢で児童生徒の

指導に取り組みます。 

○ 教職員が日常的に児童生徒とコミュニケーションを取るとともに、さわ

やか相談室相談員やさわやかメールなどによる相談体制を充実し、いじめ

の未然防止に努めます。 

④ 非行・問題行動防止対策の推進 

○ 非行・問題行動の未然防止のため、生徒指導支援員を配置し、積極的な

生徒指導に取り組みます。 

○ 各中学校区生徒指導連絡協議会を中心として、家庭・地域や関係機関と

連携して非行・問題行動防止対策に取り組みます。 

○ アッピー学校パトロール隊を組織し、遊技場などの巡回を行うとともに、

児童生徒に積極的に声をかけ、地域が一体となって非行・問題行動防止対

策に取り組みます。 

       
第１７回あげお子ども議会                                    

せんげん     
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平成１９年８月１０日 
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基本目標Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

施策３   人権教育の推進 

 

現状（課題） 

◆ 様々な人権問題を全市的な取組によって解決するため、小・中学校におい

て組織的、計画的に人権教育を推進することが重要です。 

◆ 人権教育の目標を達成するためには、人権がもつ価値や重要性を直感的に

感受し、それを共感的に受け止めるような感覚、すなわち人権感覚を育成す

ることが必要です。 

◆ 人権意識の高揚と様々な人権問題の解決のため、学校教育における人権教

育の推進・充実を目指し、教職員の資質向上を図ることが重要です。 

◆ 児童生徒の人権意識の高揚を図り、身の回りの様々な人権侵害や差別の問

題を正しく理解し、具体的な行動がとれる児童生徒を育成することが重要で

す。 

 

主な取組 

① 人権教育推進体制の充実 

○ 市全体の人権教育を推進するための小中学校人権教育研究会を充実させ

ます。 

○ 人権教育担当者による学校における人権教育実践報告会を開催するとと

もに、人権教育の指導者を育成します。 

○ 教員用の人権啓発資料「かがやき」を作成・活用し、教職員の資質向上

を図ります。 

② 人権感覚育成プログラムの普及・活用 

○ 児童生徒の豊かな心や人権感覚をはぐくむため、体験活動や参加体験型

の学習を取り入れた、人権感覚育成プログラムを普及させます。 

○ ファシリテータ養成講座を受講した教員を講師とした研修を実施します。 

③ 人権教育研修の充実 

○ 講義形式の研修だけでなく、演習形式の研修や人権関連施設の視察など

を実施し、管理職、人権教育担当教員の研修を充実します。 

④ 啓発活動の推進 

○ 児童生徒からの応募により人権作文・標語集の作成を行い、児童生徒の

人権感覚をはぐくむとともに、人権意識の高揚を図り、意欲や態度を向上

させます。 
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基本目標Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

施策４   学校教育相談の充実 

 

現状（課題） 

◆ 不登校児童生徒については、個別の相談を通し集団の中で適応できるよう

にすることが必要です。 

◆ 不登校児童生徒の学校復帰のためには、児童生徒の人間関係の醸成などの

指導・支援を行うことが必要です。 

◆ 障害のある幼児や児童生徒及び保護者が、障害について深く理解・受容し、

適正な進路を判断するための就学相談を充実させる必要があります。 

◆ 各学校では、不登校・いじめの問題、発達などに課題を抱える児童生徒の

対応が課題となっています。一人一人の実態を把握し、個々に応じた支援内

容の明確化と適切に対応するための体制づくりが求められています。 

また、医療機関も含めた関係諸機関との連携が必要です。 
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その他

 

 

主な取組 

① 教育相談体制の充実 

○ 学校における適応力の向上を図るため、教育相談体制の充実を図り、個

に応じた適切な支援を行います。 

○ 学校と連携しながら、不登校児童生徒に対して、教育センターにおける

個別相談を行います。 

○ 発達などに課題のある児童生徒については、実態を把握し、適切な支援

を行います。 

② 学校適応指導教室の充実 

○ 学校適応指導教室における体験活動や自主学習、交流活動などの充実を



 

- 38 - 

 

図ります。 

③ 就学相談の充実 

○ 就学相談を実施するとともに、その内容や就学相談報告書をもとに就学

支援委員会を開催して、適正な就学先を決定するための支援をします。 

④ 学校・教育センターの連携推進 

○ 不登校対策学校別協議会、教育相談主任会議、さわやか相談室相談員研

修会、特別支援教育支援員研修会を実施し、情報を共有し連携した取組を

行います。 

○ 定期的に教育センターによる学校訪問を行い、学校への指導・支援を行

います。 

○ 医療機関など関係機関と連携し、児童生徒、保護者、学校に対して適切

な対応を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     教育相談の風景（教育センター） 
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基本目標Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

施策５   学校保健の充実 

 

現状（課題） 

◆ 多様化・深刻化する児童生徒の健康課題の解決に向けて、保健教育の推進

が求められています。健康の保持・増進に必要な知識や技能を習得させ、生

涯にわたって自らの健康を適切に管理していく思考力・判断力などを育てる

必要があります。 

◆ 日常の健康観察、学校感染症の予防、定期健康診断や学校環境衛生検査の

適正な実施と事後措置を通して、児童生徒の健康の保持・増進を図る必要が

あります。 

◆ アレルギー疾患、性に関する問題行動、薬物乱用の防止など現代的な健康

問題を解決するため、学校内の組織体制の充実が求められています。外部の

専門家の協力を得るなど、家庭や地域の関係機関との連携を図ることが重要

です。 
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※ＤＭＦ保有数について   （Ｄ＋Ｍ＋Ｆ）／検査人数 

 過去にむし歯になったことがあるかどうかを数値で表したもので、数値が高いほどむし歯が多

いことになる。ＤＭＦは『むし歯を治療していない歯（Decayed teeth）』、『むし歯で抜いてしま

った歯 （Missing teeth because of caries）』、『むし歯を治した歯（Filled teeth）』の略 

 

主な取組 

① 保健教育の推進 

○ 保健学習・保健指導をより一層充実するため、保健主事研修会、養護教

員研修会を活性化します。 

○ 養護教員などの専門性を生かした保健教育を推進します。 

② 保健管理の推進 

○ 日常の健康観察、定期健康診断を適正に実施し、疾病の早期発見治療に
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より、健康の保持・増進を図ります。 

○ 学校・家庭・関係機関との連携により、学校感染症の予防及び発生時の

危機管理体制の整備を図ります。 

○ 学校環境衛生の保持・改善を図るため、学校薬剤師による定期環境検査

を実施します。 

③ 学校保健組織活動の推進 

○ 家庭や地域の関係機関との連携を図るため、学校保健委員会を通して、

児童生徒の健康課題解決のための校内協力体制を強化します。 
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基本目標Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

施策６   食育の推進・学校給食の充実 

 

現状（課題） 

◆ 偏った栄養摂取、朝食欠食など食生活の乱れや肥満・痩身傾向など、子ど

もたちの健康を取り巻く問題が深刻化している中、食に関する正しい知識や

望ましい食習慣を身に付けさせ、生涯にわたって心身の健康を保持・増進す

ることができる児童生徒を育てるため、学校における食に関する指導の充実

が求められています。 

◆ 学校における食育推進の生きた教材として、学校給食の意義が見直されて

います。学校給食が、成長期にある児童生徒の健康の保持・増進と体位向上

を助け、また、家庭における望ましい食生活のモデルとなることが期待され

ています。 

◆ 学校給食衛生管理基準に基づいた、安全で安心な学校給食の実施が求めら

れています。調理従事者への衛生管理指導の徹底、学校給食施設の整備と適

正な管理が必要です。 
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主な取組 

① 食に関する指導の充実 

○ 栽培体験、親子料理教室、高齢者を招いた招待給食など、各学校の特色

を生かし、家庭・地域と連携した食に関する指導の取組の工夫・改善を図

ります。 

○ 教育活動全体を通して全教職員で取り組む校内協力体制を整備するとと

もに、栄養教諭などの専門性を生かした指導の充実を図ります。 
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○ 学校ファームなどでの農業体験活動により、生命や自然、環境や食物な

どに対する理解を深める取組を推進します。 

② 学校給食の充実 

○ 郷土食や伝統料理などの伝統的な食文化を継承し、栄養バランスのとれ

た魅力ある学校給食を目指し、引き続き献立の工夫・改善を図ります。 

○ 食育の生きた教材となる学校給食の充実のため、より一層の地場産物の

活用や米飯給食の充実を図るとともに、安心・安全な給食を提供します。 

③ 学校給食の衛生管理の徹底 

○ 衛生管理の徹底を図るため、給食室の施設・設備の適正管理を行います。 

○ 給食業務における事故防止及び衛生管理の徹底を図るため、給食調理員

や学校給食関係職員を対象とした研修の充実を図ります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ランチルームでの給食（瓦葺小学校） 

 

 

 

 

 

 

 

給食の献立例（和食）            給食の献立例（洋食） 
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基本目標Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

施策７   児童生徒の体力向上 

 

現状（課題） 

◆ 市では、県の「教育に関する３つの達成目標」による体力の向上に向けた

取組を推進しています。児童生徒の体力低下傾向が続く中で、児童生徒の体

力の向上を目指して、啓発活動や体力向上の取組を推進することが求められ

ています。平成２０年度新体力テストでは、市平均が全国平均を上回る項目

数の割合が小・中学校ともに６２.５％でしたが、これを８０％以上にするこ

とを目指します。 

◆ 学習指導要領の趣旨を踏まえ、体育的活動を教育活動全体の計画に位置付

け全教職員の共通理解のもとで積極的に行うことが求められています。 

◆ 部活動においては、尐子化や教員数の減尐などによる廃部や部員数の減尐

のため、十分な活動ができなくなることが心配されています。 

今後の部活動の在り方を検討するとともに、技術指導を行う指導員の確保

が必要となっています。 
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主な取組 

① 体力向上の推進 

○ 上尾市小・中学校児童生徒体力向上推進委員会を設置し、市内小・中学

校児童生徒の体力を集計・分析し、各学校において、体力向上を推進しま

す。 

○ 体力向上推進校や各研究協議会の研究成果など、体力向上のための情報

収集や研究を行います。 

② 体育的行事・部活動の充実 

○ 各学校において、地域や学校の実態を十分考慮して活動時間や活動内容

などを工夫し、体育的行事や部活動の充実を図ります。 

○ 施設や設備を計画的に整備し、有効かつ適切な活用に努めます。 

③ 体育・部活動支援の充実 

○ 教員数の減尐や教員の高齢化に対応するため、地域と連携しながら、外

部指導者を活用し、部活動における技術的な指導の充実を図ります。 

○ 市内で行われる全国大会の円滑な運営のための支援を行います。 

○ 関東大会や全国大会に出場する選手の派遣を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


